
─ 29 ─

　
王
畿
「
余
氏
家
會
籍
題
辭
」
訳
注

─
陽
明
門
下
の
講
会
活
動
記
録
を
読
む
（
四
）
─

	

小
路
口
　
　
　
聡

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
、「
陽
明
門
下
の
講
会
活
動
記
録
を
読
む
」
と
題
し
て
、
王
畿
の
講
学
活
動
に
お
け
る
講
会
の
記
録
を
読
ん
で
き
た
が
、

今
回
は
、
王
畿
の
「
余
氏
家
會
籍
題
辭
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
は
、
嘉
靖
三
十
六
年
（
一
五
五
七
）
に
、
徽
州
府
の
新
安
六
邑
の
一

つ
婺
源
県
沱
川
村
の
余
氏
一
族
が
開
い
た
所
謂
「
家
会
」
の
「
会
籍
」
に
記
し
た
題
辞
で
あ
る
。

　

ま
た
あ
わ
せ
て
、
同
じ
く
婺
源
県
の
葉
氏
一
族
が
開
い
た
「
家
会
」
に
つ
い
て
記
し
た
、
錢
德
洪
（
一
九
四
六
～
一
五
七
四
、
浙
江

余
姚
の
人
）
の
「
書
婺
源
葉
氏
家
會
籍
」
も
参
考
と
し
て
取
り
上
げ
る
。

　

と
も
に
、
王
陽
明
後
学
の
講
会
講
学
活
動
の
特
色
の
一
つ
と
も
言
え
る
、
宗
族
の
会
と
し
て
の
「
家
会
」
と
い
う
形
態
の
講
会
活
動

の
実
態
と
、
そ
の
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
の
、
貴
重
な
資
料
（
哲
学
的
資
源
）
で
あ
る
。
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徽
州
に
お
け
る
「
会
」
組
織
に
つ
い
て

　

婺
源
を
含
む
徽
州
地
域
に
お
け
る
「
会
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
性
質
に
つ
い
て
、
渋
谷
裕
子
氏
は
、
そ
も
そ
も
「
会
」
と
は
、「
中

国
の
伝
統
社
会
に
お
い
て
、
一
定
の
人
々
が
一
定
の
共
同
活
動
を
実
施
す
る
た
め
に
定
期
的
に
集
ま
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ

た
民
間
組
織
の
こ
と
」
を
言
い
、「
明
清
期
の
徽
州
農
村
社
会
に
は
、
祭
祀
、
金
融
、
娯
楽
な
ど
様
々
な
目
的
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
た

会
が
存
在
し
た
」
と
し
た
上
で
、
そ
こ
に
共
通
す
る
「
組
織
原
理
」
と
し
て
、

・「
特
定
の
責
任
者
を
お
か
な
い
で
会
員
全
員
が
交
替
で
運
営
責
任
者
の
任
務
に
つ
く
」
こ
と

・「
運
営
方
法
は
常
に
全
員
の
合
議
制
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
お
り
、
会
員
間
に
平
等
互
恵
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
」
こ
と

の
二
点
を
挙
げ
る
（
以
上
、「
徽
州
文
書
に
み
ら
れ
る
「
会
」
組
織
に
つ
い
て
」『
史
学
』
慶
応
義
塾
大
学
三
田
史
学
会
、
巻

六
十
七
、一
号
、
一
九
九
七
年
九
月
、
四
五
～
七
五
頁
）。
こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
、
徽
州
府
で
開
催
さ
れ
た
、
陽
明
後
学
の
講
会
活
動

に
も
、
等
し
く
当
て
は
ま
る
。

　

こ
う
し
た
風
俗
・
伝
統
の
下
地
の
上
に
、
陽
明
後
学
の
学
者
た
ち
を
招
聘
し
て
、
一
族
の
「
家
会
」
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
。
後
学
た
ち
も
、
ま
た
良
知
心
学
の
地
域
拡
大
、
庶
民
へ
の
普
及
浸
透
を
目
指
し
て
、
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
良
知
心
学
の
特
色
は
、
な
に
よ
り
も
、
文
字
通
り
万
人
に
開
か
れ
た
学
、
す
な
わ
ち
、「
天
下
の
公
学
」（
王
陽
明
）
で
あ
っ
た
。

徽
州
商
人
（
徽
商
）
と
儒
学
教
育

　

婺
源
を
含
む
徽
州
府
は
、
黄
山
の
ふ
も
と
に
位
置
し
、
山
地
が
全
体
の
九
割
を
占
め
る
。
茶
・
木
材
・
竹
・
墨
の
産
地
で
有
名
だ
が
、

ま
た
、
全
国
各
地
で
活
発
な
商
業
活
動
を
行
っ
た
徽
商
（
新
安
商
人
）
の
故
郷
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。「
徽
商
」
は
、
別
名
「
儒
商
」
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と
呼
ば
れ
る
く
ら
い
、
儒
学
、
と
り
わ
け
、
朱
子
学
と
は
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
。

徽
州
は
朱
熹
の
郷
里
で
あ
り
、「
文
献
の
国
」
あ
る
い
は
「
礼
儀
の
邦
」
と
称
さ
れ
、
儒
家
の
思
想
と
道
徳
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
子
弟
の
中
に
学
術
に
秀
で
た
者
が
い
れ
ば
、
一
族
で
そ
の
学
業
を
支
援
し
た
。
彼
ら
は
積
極
的
に
族
譜
の
編
纂
を

行
っ
た
が
、
族
譜
に
は
朱
熹
の
思
想
や
道
徳
に
則
っ
た
「
家
訓
」
や
「
家
規
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
徽
州
商
人
の
商
業

経
営
は
儒
家
、
と
り
わ
け
朱
熹
の
倫
理
規
範
の
影
響
を
強
く
受
け
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。（
臼
井
佐
知
子
『
徽
州
商
人
の
研
究
』

汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
、一
五
四
頁
）

　

ま
た
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
、
商
人
が
、
儒
学
を
学
ぶ
こ
と
の
現
実
的
な
意
味
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

商
人
家
を
存
続
さ
せ
る
た
め
に
は
、
巧
み
に
政
治
権
力
者
と
接
触
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
と
な
る
。
徽
商
は
安
全
保
障
と
利
益

を
得
る
た
め
、
政
治
権
者
と
の
結
び
つ
き
を
極
端
に
重
視
し
た
。（
徐
曉
筠
「
江
戸
期
新
興
商
人
『
三
井
家
』
の
家
存
続
の
考
え
方

―
―
明
清
朝
期
の
徽
商
と
の
比
較
―
―
」
お
茶
の
水
大
学
大
学
院
教
育
改
革
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
文
化
研
究
の
国
際
的
情
報

伝
達
ス
キ
ル
の
育
成
」
活
動
報
告
書
、
二
〇
〇
九
、二
五
四
頁
、http://hdl.handle.net/10083/35355　

2018/11/30

）

　

そ
の
た
め
の
手
段
が
、
す
な
わ
ち
、
儒
学
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
科
挙
に
お
い
て
及
第
者
を
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
徽
州
府
に
お
い
て
は
、
一
族
の
子
弟
の
教
育
を
目
的
と
し
た
学
習
会
と
し
て
の
「
家
会
」
が
、
し
き
り
に
行
わ
れ
た
。
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陽
明
後
学
と
徽
州
府
の
「
家
会
」
に
つ
い
て

　

陽
明
後
学
の
学
者
た
ち
が
参
加
し
た
「
家
会
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、『
語
り
合
う
〈
良
知
〉
た
ち
』
所
収
の
拙
論
「
王
畿
の
良

知
心
学
と
講
学
活
動
―
―
嘉
靖
三
十
六
年
の
「
新
安
福
田
の
会
」
を
中
心
に
―
―
」
の
第
三
節
「「
家
会
」
の
誕
生
―
―
良
知
心
学
の

万
山
窮
谷
へ
の
浸
透
」
に
お
い
て
、
あ
ら
ま
し
の
述
べ
て
い
る
。
以
下
の
記
述
は
、
こ
れ
に
拠
る
も
の
で
あ
る
。

　

銭
明
氏
は
、「
陽
明
学
の
講
会
活
動
は
、
ま
た
宗
族
組
織
・
血
縁
関
係
を
団
結
の
手
段
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
」（「
明
代
中
晩
期

に
吉
安
地
区
で
展
開
さ
れ
た
王
学
講
会
活
動
」、『
哲
学
資
源
と
し
て
の
中
国
思
想
―
―
吉
田
公
平
教
授
退
休
記
念
論
集
』、
研
文
出
版
、

二
〇
一
三
、二
〇
三
頁
）。
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
徽
州
は
、
有
力
な
宗
族
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
続
い
た
地
域
で

あ
っ
た
。
銭
緒
山
も
、「
書
婺
源
葉
氏
家
會
籍
」（
本
稿
四
十
二
頁
以
下
に
訳
出
）
の
中
で
、
陽
明
学
派
の
講
会
活
動
は
、
当
初
は
、
陽

明
門
下
の
同
志
の
会
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
近
年
は
、
有
力
氏
族
が
、
一
族
郎
等
の
子
弟
を
引
き
連
れ
て
、
一
家
で
行
う
よ
う

に
な
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る
。「
家
会
」本
来
の
目
的
は
、
一
族
郎
党
の
親
睦
和
合
と
子
弟
の
教
育
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
王
陽
明
の
良
知
心
学
は
、
こ
う
し
た
「
家
会
」
を
基
盤
に
し
な
が
ら
、
そ
の
参
加
者
一
人
一
人
の
性
命
（
実
存
）
の
奥
深
く
に

ま
で
入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
し
だ
い
に
地
方
に
広
が
り
、
さ
ら
に
は
、
婺
源
の
よ
う
な
山
深
い
地
方
の
、
深
山
窮
谷
の
村
々

に
ま
で
、
深
く
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

家
会
は
、
月
に
一
回
、
明
け
方
か
ら
日
没
ま
で
行
わ
れ
、
そ
の
月
の
行
い
、
す
な
わ
ち
、
言
行
の
善
悪
を
、
互
い
に
吟
味
検
証
し
あ
っ

て
い
た
よ
う
だ
。
本
稿
で
訳
出
し
た
「
余
氏
家
會
籍
題
辞
」
の
末
尾
で
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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吾
人
の
學
は
、
家
庭
に
始
ま
る
。
言
行
の
善
否
、
偽
飾
を
容
れ
ず
。
二
三
君
子
、
此
に
因
り
て
自
考
自
證
し

0

0

0

0

0

、
徹
底
し
て
澄
湛
し

て
、
以
て
餘
滓
を
消
さ
ば
、
一
家
父
子
兄
弟
の
法
と
為
す
に
足
ら
し
む
。
豈
に
徒
だ
、
化
、
一
家
に
行
わ
る
る
の
み
な
ら
ん
。

　

こ
こ
に
「
自
考
自
證
」
と
あ
る
よ
う
に
、
王
畿
が
「
家
会
」
参
加
者
た
ち
に
求
め
た
の
は
、
各
人
が
、
是
非
善
悪
の
判
断
を
、
自
身

で
考
え
、
身
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
、「
自
悟
自
戒
」、
自
ら
過
ち
に
気
付
き
、
自
ら
改
め
る
こ
と
の
で
き
る
、
す
な
わ
ち
、

自
律
的
・
主
体
的
に
「
善
」
を
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
実
践
主
体
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
自
ら
手
本
と
な
っ

て
一
家
を
、
さ
ら
に
は
、
一
村
一
郡
を
、
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
、
天
下
を
風
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て

　

王
畿
の
「
余
氏
家
會
籍
題
辭
」
は
、『
王
龍
渓
先
生
全
集
』
に
も
、
呉
震
編
校
整
理
『
王
畿
集
』
附
録
三
「
逸
文
輯
佚
」
に
も
未
収

録
の
も
の
で
、
今
回
も
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
韓
夢
鵬
撰
『
新
安
理
學
先
覺
會
言
』（
解
光
宇
『
新
安
理
学
論
綱
』
安
徽
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
四
）
所
収
の
も
の
を
底
本
と
し
た
。

　

ま
た
、
錢
緒
山
の
「
書
婺
源
葉
氏
家
會
籍
」
に
つ
い
て
も
、『
徐
愛
・
錢
德
洪
・
董
澐
集
』（
陽
明
後
學
文
獻
叢
書
、
鳳
凰
出
版
、

二
〇
〇
七
）
に
所
載
の
「
錢
德
洪
語
録
詩
文
輯
佚
」
に
は
未
所
収
で
あ
る
。
や
は
り
、『
新
安
理
學
先
覺
會
言
』
所
収
の
も
の
を
使
用
し
た
。
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＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

王
畿
「
余
氏
家
會
籍
題
辭
」

婺
源
沱
川
余
氏
汝
興
・
誠
甫
・
孝
甫
等
、
謀
於
叔
氏
士
晉
、
擧
合
族
之
會
、
以
示
親
睦
而
徴
徳
業
、
相
與
乞
言
于
予
、
記
有
終
也
。

婺
源
沱
川
の
余
氏
汝
興
・
誠
甫
・
孝
甫
等
、
叔
氏
士
晉
に
謀
り
、
合
族
の
會
を
擧
げ
て
、
以
て
親
睦
を
示
し
て
徳
業
を
徴
し
、
相
與
に

言
を
予
に
乞
う
。
記
し
て
終
わ
り
有
る
な
り
。

婺
源
県
の
沱
川
村
の
余
汝
興
、
余
誠
甫
、
余
孝
甫
ら
は
、
余
叔
晉
と
話
し
合
い
、［
一
族
の
］
親
睦
を
示
し
て
徳
業
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
一
族
を
ま
と
め
る
会
を
挙
行
し
、
そ
ろ
っ
て
私
に
言
葉
を
求
め
て
き
た
。
記
し
て
結
び
と
す
る
の
で
あ
る
。

〇
婺
源
沱
川
余
氏
＝
沱
川
郷
篁
村
の
余
氏
。
余
氏
の
宗
祠
は
、
明
永
楽
年
間
（
一
四
〇
三
～
一
四
二
四
年
）
に
建
造
さ
れ
、
そ
の

堂
の
号
を
余
慶
堂
と
言
う
。
参
考
ま
で
に
、W

EB

上
の
「
維
基
百
科
」、
及
び
、「
互
動
百
科
」
に
は
、
現
存
す
る
「
婺
源
宗
祠
」

の
写
真
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
篁
村
余
氏
宗
祠
（
余
慶
堂
、
永
楽
年
間
建
造
）
を
含
む
、
陽
春
方
氏
宗
祠
、
汪
口
俞
氏

宗
祠
、
黄
村
経
義
堂
、
洪
村
光
裕
堂
、
西
冲
敦
倫
堂
、
豸
峰
成
義
堂
の
七
箇
所
は
、
徽
州
建
筑
中
の
典
型
的
な
代
表
と
し
て
、

二
〇
〇
六
年
、
全
国
重
点
文
物
保
護
单
位
に
選
ば
れ
て
い
る
（
以
上
、「
維
基
百
家
（https://zh.w

ikipedia.org/w
iki/　

2018/11/30

取
得
）」
の
「
婺
源
宗
祠
」
の
頁
に
拠
る
）。　

○
余
氏
汝
興
＝
康
煕
『
徽
州
府
志
』
巻
十
・
歳
貢
・
婺
源
縣
學
に
、「
余
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希
傑
、
字
汝
興
、
沱
川
人
。
嘉
祥
教
諭
。」
と
あ
る
（
清
・
丁
廷
楗
修
／
趙
吉
士
纂
《（
康
熙
）
徽
州
府
志
十
八
巻
》
清
康
熙

三
十
八
年
刊
本
）。　

○
誠
甫
＝
未
詳
。　

○
孝
甫
＝
康
煕
『
徽
州
府
志
』
巻
十
五
・
績
學
に
、「
余
純
似
、
宇
孝
甫
。
婺
源
沱
川

人
。
從
鄒
東
廓
遊
、
復
受
曆
學
於
吕
巾
石
、
受
知
督
學
耿
定
向
領
袖
。
紫
陽
諸
生
、
其
言
行
一
本
中
庸
。
居
鄉
不
爲
名
高
、
惟
務

發
明
止
學
、
遠
近
學
者
、
宗
之
、
稱
宏
齋
先
生
。」（
同
上
と
あ
る
。）　

○
叔
氏
士
晉
＝
康
煕
『
徽
州
府
志
』
巻
十
一
・
選
挙
志
丁
・

舎
選
の
婺
源
縣
の
項
に
、「
余
康
元
、
字
叔
晋
。
沱
川
人
靖
州
。
州
同
知
。」
と
あ
る
（
同
上
）。

予
惟
、
君
子
之
學
、
不
外
于
倫
理
。
倫
理
以
厚
為
道
、
而
化
裁
之
機
、
在
篤
恩
義
以
聯
之
。
家
庭
之
間
、
恩
常
掩
義
。
恩
洽
而
済
之
以

義
、
則
恩
不
瀆
義
。
敷
而
培
之
以
恩
、
則
義
不
乖
。
恩
義
並
用
、
先
後
以
節
、
正
家
之
道
也
。
然
此
非
可
以
聲
音
笑
貌
襲
取
而
得
。
其

本
在
于
自
反
。
而
日
可
見
之
行
、
係
于
言
行
之
常
。
孔
子
曰
、「
所
求
乎
子
、
以
事
父
、
未
能
、
所
求
乎
弟
以
事
兄
、
未
能
。」
汲
汲
有

事
于
庸
言
庸
行
、
以
求
盡
君
子
之
道
。
此
孔
氏
家
法
也
。
易
家
人
大
象
曰
、「
風
自
火
出
、
家
人
。
君
子
以
言
有
物
、
而
行
有
恒
。」
風

自
火
出
、
動
有
所
由
。
象
之
示
人
顕
矣
。
夫
言
而
有
物
、
則
非
虚
誣
之
言
、
行
而
有
恒
、
則
非
邪
妄
之
行
。
言
非
虚
誣
、
家
人
得
有
所

稽
、
行
非
邪
妄
、
家
人
得
有
所
頼
。
風
動
之
機
、
于
己
取
之
而
已
。
故
曰
、「
威
如
之
、
吉
。
反
身
之
謂
也
。」
且
一
家
之
中
、
父
子
兄

弟
之
間
、
不
能
以
皆
善
、
則
不
能
無
過
。
惟
在
二
三
主
會
君
子
、
積
誠
以
感
動
之
。
誠
意
有
餘
、
而
規
過
之
言
、
常
若
不
足
、
俾
之
自

悟
自
改
、
又
須
與
之
同
過
、
不
至
潔
己
大
峻
以
彰
父
兄
之
失
、
既
不
傷
恩
亦
不
廢
義
、
自
處
以
厚
倫
理
、
始
從
而
敦
。
此
風
自
火
出
之

象
也
。
昔
人
嘗
以
忍
字
為
同
居
之
本
。
能
忍
固
善
。
然
一
家
之
中
、
情
各
不
斉
、
情
有
所
拂
、
則
氣
不
平
。
氣
不
能
平
、
則
情
易
乖
。

雖
使
強
忍
、
亦
非
可
久
之
道
。
惟
在
二
三
主
會
君
子
、
默
体
以
通
其
志
、
使
之
情
和
氣
暢
、
恩
義
周
流
、
不
待
忍
而
自
消
、
于
倫
理
尤

為
有
補
耳
。
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予 
惟お
も

え
ら
く
、
君
子
の
學
は
、
倫
理
に
外ほ
か

な
ら
ず
。
倫
理
は
、
厚
き
を
以
て
道
と
為
す
。
而
し
て
、
化
裁
の
機
は
、
恩
義
を
篤
く
し

て
之
に
聯つ
ら

な
る
に
在
り
。
家
庭
の
間
、
恩
は
常
に
義
を
掩
う
。
恩
洽ひ
ろ

く
し
て
、
之
を
済す
く

う
に
義
を
以
て
せ
ば
、
則
ち
、
恩
、
義
を
瀆け
が

さ

ず
。
敷
し
て
之
を
培
う
に
恩
を
以
て
せ
ば
、
則
ち
、
義
乖
か
ず
。
恩
義
並
び
用
い
、
先
後
す
る
に
節
を
以
て
す
、
正
家
の
道
な
り
。
然

れ
ど
も
、
此
れ
聲
音
笑
貌
を
以
て
襲
取
し
て
得
べ
き
に
非
ず
。
其
の
本
は
、
自
反
す
る
に
在
り
。
而
し
て
、
日
に
之
を
行
に
見あ
ら
わす

べ
し
、

言
行
の
常
に
係
わ
る
。
孔
子
曰
く
、「
子
に
求せ

む
る
所
は
、
以
て
父
に
事
う
。
未
だ
能
わ
ず
。
弟
に
求
む
る
所
は
、
以
て
兄
に
事
う
。

未
だ
能
わ
ず
」
と
。
汲
汲
し
て
、
庸
言
庸
行
を
事
と
し
て
、
以
て
君
子
の
道
を
盡
く
さ
ん
こ
と
を
求
む
る
有
り
。
此
れ
孔
氏
の
家
法
な

り
。
易
の
家
人
の
大
象
に
曰
く
、「
風
、
火
よ
り
出
づ
る
は
、
家
人
。
君
子
、
以
て
言
に
物
有
り
て
、
行
に
恒
有
り
」
と
。
風
は
火
よ

り
出
づ
、
動
く
に
由
る
所
有
り
。
象
の
人
に
示
す
や
、
顕あ
き

ら
け
し
。
夫
れ
言
い
て
物
有
れ
ば
、
則
ち
、
虚
誣
の
言
に
非
ず
、
行
い
て
恒

有
れ
ば
、
則
ち
、
邪
妄
の
行
に
非
ず
。
言
、
虚
誣
に
非
ざ
れ
ば
、
家
人
、
稽か
ん
がえ
る
所
有
る
を
得
、
行
い
、
邪
妄
に
非
ざ
れ
ば
、
家
人
、

頼
る
所
有
る
を
得
。
風
動
の
機
、
己
に
于
い
て
之
を
取
る
の
み
。
故
に
曰
く
、「
威
如
た
る
の
吉
と
は
、
身
に
反
る
の
謂
な
り
」
と
。

且
つ
一
家
の
中
、
父
子
兄
弟
の
間
、
以
て
皆
な
善
な
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
、
過
ち
無
き
能
わ
ず
。
惟
だ
二
三
の
主
會
の
君
子
に

在
り
て
は
、
誠
を
積
み
て
以
て
之
を
感
動
せ
し
む
。
誠
意
、
餘
有
り
て
、
過
ち
を
規た
だ

す
の
言
、
常
に
足
ら
ざ
る
が
若
く
し
、
之
を
し
て

自
悟
自
改
せ
し
め
、
又
た
、
須
ら
く
之
れ
と
過
ち
を
同
じ
く
す
べ
く
し
て
、
己
を
潔
め
大
峻
し
て
以
て
父
兄
の
失
を
彰
ら
か
に
す
る
に

至
ら
ざ
ら
し
む
。
既
に
恩
を
傷そ
こ

な
わ
ず
、
亦
た
、
義
を
廢
せ
ず
、
自
ら
處
し
て
以
て
倫
理
を
厚
く
し
て
、
始
め
て
從よ

り
て
敦あ
つ

し
。
此
れ

風
、
火
よ
り
出
づ
る
の
象
な
り
。
昔
人
、
嘗
て
忍
の
字
を
以
て
同
居
の
本
と
為
す
。
能
く
忍
ぶ
は
固
よ
り
善
な
り
。
然
れ
ど
も
、
一
家

の
中
、
情
、
各
お
の
斉ひ
と

し
か
ら
ず
、
情
に
拂も
と

る
所
有
れ
ば
、
則
ち
、
氣
、
平
ら
か
な
ら
ず
。
氣
、
平
ら
か
な
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
則
ち
、

情
は
乖
き
易
し
。
強
忍
せ
し
む
と
雖
も
、
亦
た
久
し
く
す
べ
き
の
道
に
非
ず
。
惟
だ
二
三
の
主
會
君
子
に
在
り
て
は
、
默
体
し
て
以
て

其
の
志
を
通
じ
、
之
を
し
て
情
和
氣
暢
、
恩
義
周
流
な
ら
し
む
れ
ば
、
忍
を
待
た
ず
し
て
自
ず
か
ら
消
ぜ
ん
。
倫
理
に
于
い
て
、
尤
も
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補
い
有
り
と
為
す
の
み
。

私
が
考
え
ま
す
に
、
君
子
の
学
は
、
倫
理
（
人
倫
の
道
）
に
外
な
ら
な
い
。
倫
理
を
実
践
す
る
方
法
と
し
て
は
、
手
厚
く
す
る
の
が
第

一
で
あ
る
。
そ
し
て
、
化
裁
（
家
庭
教
育
）
の
機
軸
は
、
恩
義
を
篤
く
し
て
、
協
力
し
合
う
こ
と
に
あ
る
。
家
庭
の
中
で
は
、
恩
愛
の

情
が
常
に
義
を
上
回
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
恩
愛
の
情
を
広
く
行
き
わ
た
ら
せ
、
義
に
よ
っ
て
［
行
き
過
ぎ
た
恩
愛
の
情
を
］
整

え
て
や
れ
ば
、
恩
が
義
を
傷そ
こ

な
う
こ
と
は
な
い
。
あ
ま
ね
く
行
き
渡
ら
せ
て
、
恩
愛
の
情
に
よ
っ
て
培
っ
て
い
け
ば
、
義
に
背
く
こ
と

は
な
い
。
恩
と
義
と
を
合
わ
せ
用
い
て
、
節
度
を
も
っ
て
、
そ
の
優
先
順
位
を
決
め
る
こ
と
が
、
家
を
正
す
正
し
い
や
り
方
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
声こ
わ

色い
ろ

や
笑
顔
に
よ
っ
て
上
辺
だ
け
取
り
繕
う
こ
と
で
、
う
ま
く
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
根
本

は
、
我
が
身
に
反
省
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
日
々
、
こ
れ
を
行
為
の
上
に
具
現
す
べ
き
で
あ
り
、（
そ
の
た
め
に
は
）
言
葉
と

実
践
と
が
一
定
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
だ
。
孔
子
も
、「
子
ど
も
に
も
こ
う
し
て
欲
し
い
と
思
う
気
持
ち
で
、
父
親
に
仕
え
る
こ
と
、

そ
れ
が
私
に
は
ま
だ
で
き
な
い
。
弟
に
も
こ
う
し
て
欲
し
い
と
思
う
気
持
ち
で
、
兄
に
仕
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
私
に
は
ま
だ
で
き
な
い
」

と
言
っ
て
い
る
。
常
に
怠
る
こ
と
な
く
、
日
々
の
発
言
と
振
る
舞
い
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
で
、
君
子
の
道
を
尽
く
す
こ
と
を
求
め

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
孔
子
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。『
易
』
家
人
の
卦
の
象
伝
に
、「
風
が
火
か
ら
出
る
の
が
家
人
で
あ
る
。
君
子
は
、

言
葉
は
必
ず
事
実
に
基
づ
き
、
行
動
は
常
に
一
定
で
あ
る
よ
う
に
心
が
け
よ
」
と
あ
る
。
風
は
火
か
ら
生
ま
れ
る
（
火
が
燃
え
る
と
風

が
起
こ
る
）、
動
く
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
の
だ
。［
易
の
］
象
が
人
に
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
。
そ
も
そ
も
言
葉
が
事

実
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
、
根
拠
の
無
い
戯た
わ

言ご
と

で
は
な
い
し
、
行
動
に
一
貫
性
が
あ
れ
ば
、
邪
妄
な
行
動
で
は
な
い
。
言
葉
が
根
拠
の
無

い
戯
言
で
な
け
れ
ば
、
家
人
は
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
行
動
が
邪
妄
で
な
け
れ
ば
、
家
人
は
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
風

化
の
機し
か
けは
、
己わ
た
しか
ら
始
ま
る
も
の
な
の
だ
。
そ
れ
故
、［
家
人
の
上
九
の
象
伝
に
も
］「
威
厳
さ
が
も
た
ら
す
吉
と
は
、
身
に
反
る
こ
と
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か
ら
始
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
一
家
の
内
、
父
子
兄
弟
の
間
で
も
、
皆
が
皆
、
善
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
過
ち
が
無
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
ほ
か
で
も
な
い
、
家
会
を
主
導
す
る
諸
君
子
に
あ
っ
て
は
、

自
ら
誠
を
積
ん
で
、
一
族
を
感
化
す
る
の
で
あ
る
。
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
誠
意
と
、
過
ち
を
規
正
す
る
言
葉
を
、
常
に
、
そ
れ
で
も
ま

だ
足
り
な
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
尽
く
し
、
一
族
の
者
た
ち
に
、
自
ら
気
づ
か
せ
、
自
ら
改
め
さ
せ
て
、
必
ず
過
失
を
共
有
し
て
、
わ

が
身
を
整
え
、
大
い
に
厳
し
く
戒
め
て
、
父
兄
の
落
ち
度
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
す
る
。
恩
を
損
な
わ
な
い
上
に
、
同
時

に
、
義
を
捨
て
る
こ
と
も
な
く
、
我
が
身
を
処
し
て
、
倫
理
（
人
倫
の
道
）
を
手
厚
く
実
践
し
、
そ
こ
か
ら
始
め
て
、
よ
り
い
っ
そ
う

手
厚
さ
を
加
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
風
が
火
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
象
で
あ
る
。
昔
の
人
は
、
か
つ
て
は
「
忍
」
の
一
字
を
、

家
庭
生
活
［
を
営
ん
で
い
く
上
で
］
の
基
本
と
し
た
。
我
慢
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
も
と
よ
り
善
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
一
家
の
中
で
、
心
情
は
お
の
お
の
異
な
る
の
で
、
心
情
に
逆
ら
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、［
家
庭
内
の
］
雰
囲
気
は
平
穏
で
は
な
く
な
る
。

［
家
庭
内
の
］
雰
囲
気
が
平
穏
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
心
情
は
反
発
し
易
い
。
無
理
に
我
慢
さ
せ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
、
長

続
き
す
る
や
り
方
で
は
な
い
。
ほ
か
で
も
な
い
、
家
会
を
主
導
す
る
諸
君
子
に
あ
っ
て
は
、
言
葉
に
ば
か
り
頼
ら
ず
、
身
を
も
っ
て
理

解
し
、
そ
の
思
い
を
通
わ
せ
、
互
い
に
心
情
を
調
和
さ
せ
、
気
を
伸
び
や
か
に
し
て
、
恩
義
を
周
流
さ
せ
れ
ば
、［
こ
と
さ
ら
に
］「
忍
」

の
一
字
に
頼
ら
な
く
て
も
、
自
然
と
解
消
す
る
だ
ろ
う
。
倫
理
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
助
け
と
な
る
は
ず
だ
。

〇
倫
理
＝
人
倫
の
道
。
す
な
わ
ち
、
父
子
の
親
、
夫
婦
の
義
、
長
幼
の
序
を
言
う
。
下
に
引
く
、『
程
氏
易
伝
』
の
家
人
の
伝
を

参
照
。　

〇
化
裁
＝
『
易
』
繫
辭
上
伝
に
、「
是
故
形
而
上
者
謂
之
道
、
形
而
下
者
謂
之
器
、
化
而
裁
之
謂
之
變
。」
と
あ
る
。
事

物
の
変
化
に
も
と
づ
い
て
、
物
事
を
適
切
に
切
り
取
る
（
処
理
・
処
置
す
る
）
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
は
、
時
機
に
か
な
っ
た
、
適

切
な
教
育
を
施
す
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。　

〇
篤
恩
義
＝
程
伊
川
『
程
氏
易
伝
』
家
人
の
卦
辞
の
伝
に
、「
家
人
者
、
家
内
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之
道
、
父
子
之
親
、
夫
婦
之
義
、
尊
卑
長
幼
之
序
、
正
倫
理
、
篤
恩
義
、
家
人
之
道
也
」
と
あ
る
。『
近
思
録
』
家
道
篇
に
引
く
。

『
朱
子
語
類
』
巻
第
七
十
二
・
易
八
に
、「
或
問
、「
易
傳
云
、
正
家
之
道
在
於
『
正
倫
理
、
篤
恩
義
』。
今
欲
正
倫
理
、
則
有
傷
恩

義
。
欲
篤
恩
義
、
又
有
乖
於
倫
理
、
如
何
。」
曰
、「
須
是
於
正
倫
理
處
篤
恩
義
、
篤
恩
義
而
不
失
倫
理
、
方
可
。」（
理
学
叢
書
本

　

一
八
二
九
頁
）。　

○
襲
取
＝
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
に
、「
其
爲
氣
也
、
配
義
與
道
。
無
是
餒
也
。
是
集
義
所
生
者
、
非
義
襲

而
取
之
也
。
行
有
不
慊
於
心
、
則
餒
矣
。」
と
あ
る
。
そ
の
朱
注
に
、「
言
氣
雖
可
以
配
乎
道
義
、
而
其
養
之
之
始
、
乃
由
事
皆
合

義
、
自
反
常
直
、
是
以
無
所
愧
怍
、
而
此
氣
自
然
發
生
於
中
。
非
由
只
行
一
事
、
偶
合
於
義
、
便
可
掩
襲
於
外
而
得
之
也
。
慊
、

快
也
。
足
也
。」
と
あ
る
。　

○
自
反
＝
前
引
の
『
孟
子
』
の
朱
注
に
も
見
え
る
。
自
分
自
身
を
反
省
す
る
こ
と
。
王
畿
の
「
一

念
自
反
」
の
思
想
を
参
照
。
拙
論
「
王
畿
の
「
一
念
自
反
」
の
思
想
―
―
王
畿
良
知
心
学
原
論
（
二
）
―
―
」『
東
洋
大
学
中
国

哲
学
文
学
科
紀
要
』
第
19
号　

二
〇
一
一
）
参
照
。  

○
日
可
見
之
行
＝
『
易
』
乾
卦
文
言
伝
の
語
。　

〇
孔
子
曰
、
所
求
乎
子

～
＝
『
中
庸
章
句
』
第
一
三
章
に
、「
君
子
之
道
四
。
丘
未
能
一
焉
。
所
求
乎
子
、
以
事
父
、
未
能
也
。
所
求
乎
臣
、
以
事
君
、

未
能
也
。
所
求
乎
弟
、
以
事
兄
、
未
能
也
。
所
求
乎
朋
友
、
先
施
之
、
未
能
也
。
庸
德
之
行
、
庸
言
之
謹
、
有
所
不
足
、
不
敢
不

勉
、
有
餘
不
敢
盡
。
言
顧
行
、
行
顧
言
。
君
子
胡
不
慥
慥
爾
。」
朱
注
に
、「
求
、
猶
責
也
。
道
不
遠
人
。
凡
己
之
所
以
責
人
者
、

皆
道
之
所
當
然
也
。
故
反
之
以
自
責
而
自
脩
焉
。」
と
あ
る
。　

○
庸
言
庸
行
＝
『
易
』
乾
卦
文
言
伝
に
、「
九
二
曰
、
見
龍
在
田
、

利
見
大
人
、
何
謂
也
。
子
曰
、
龍
德
而
正
中
者
也
。
庸
言
之
信
、
庸
行
之
謹
、
閑
邪
存
其
誠
、
善
世
而
不
伐
、
德
博
而
化
。
易
曰
、

見
龍
在
田
、
利
見
大
人
、
君
德
也
。」　

本
義
に
、「
常
言
亦
信
、
常
行
亦
謹
、
盛
德
之
至
也
。
閑
邪
存
其
誠
、
无
斁
亦
保
之
意
。」

　

〇
風
自
火
出
～
＝
『
易
』
家
人
卦
の
象
伝
の
語
。　

○
象
之
示
人
顕
＝
家
人
の
卦
の
象
は
、 

 

離
下
巽
上
。　

〇
風
動
＝
『
書

経
』
大
禹
謨
に
、「
帝
曰
、
俾
予
從
欲
以
治
、
四
方
風
動
、
惟
乃
之
休
。」
と
見
え
る
。
集
伝
に
、「
民
法
を
犯
さ
ず
し
て
、
上
刑

を
用
い
ざ
る
者
は
、
舜
の
欲
す
る
所
な
り
。
汝
、
能
く
我
を
し
て
願
い
欲
す
る
所
の
如
く
に
し
て
以
て
治
め
し
む
れ
ば
、
敎
化
四
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達
し
、
風
の
鼓
動
す
る
が
如
く
、
靡
然
た
ら
ざ
る
莫
し
。
是
れ
乃
ち
汝
の
美
な
り
」
と
あ
る
。　

〇
風
動
之
機
、
于
己
取
之
而
已

＝
や
は
り
、
孔
子
の
「
家
風
」
と
も
言
う
べ
き
、「
爲
仁
由
己
」（『
論
語
』
顔
淵
篇
）
を
踏
ま
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
朱
注
に
、「
爲

仁
由
己
、
而
非
他
人
所
能
預
、
又
見
其
機
之
在
我
而
無
難
也
」
と
あ
る
。　

○
威
如
之
～
＝
家
人
の
卦
の
上
九
の
象
伝
の
語
。
朱

子
の
本
義
に
、「
謂
非
作
威
也
。
反
身
自
治
、
則
人
畏
服
之
矣
。」
と
。　

○
同
過
＝
用
例
と
し
て
、『
菜
根
譚
』
前
集
に
、「
當
與

人
同
過
。
不
當
與
人
同
功
。
同
功
則
相
忌
。
可
與
人
共
患
難
。
不
可
與
人
共
安
樂
。
安
樂
則
相
仇
。」
と
あ
る
。　

○
潔
己
＝
『
論

語
』
述
而
篇
に
、「
人
潔
己
以
進
、
與
其
潔
也
。
不
保
其
往
也
。」
と
あ
る
。
朱
注
に
、「
潔
、
脩
治
也
」　

〇
自
處
以
厚
倫
理
、
始

從
而
敦
＝
『
中
庸
』
の
「
敦
厚
以
崇
禮
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
解
釈
し
た
。
朱
注
に
、「
敦
、
加
厚
也
。」
と
し
た
上
で
、「
敦

篤
乎
其
所
已
能
。」
と
言
う
。　

○
黙
体
＝
「
黙
す
」、
す
な
わ
ち
、
言
語
を
媒
介
と
し
た
分
析
的
・
対
象
的
理
解
で
は
な
く
、「
体

す
」、
す
な
わ
ち
、
主
体
的
実
践
を
通
し
て
、
体
験
的
に
理
解
す
る
こ
と
。『
程
氏
遺
書
』
巻
一
六
に
、「
學
者
要
默
體
天
地
之
化
。」

（『
二
程
遺
書
』
巻
一
五  

理
学
叢
書
『
二
程
集
』
一
四
八
頁
）
と
あ
る
。

吾
人
之
學
、
始
于
家
庭
、
言
行
善
否
、
不
容
偽
飾
。
二
三
君
子
、
因
此
自
考
自
證
、
徹
底
澄
湛
、
以
消
餘
滓
、
使
足
為
一
家
父
子
兄
弟

之
法
。
豈
徒
化
行
于
一
家
。
徳
将
日
崇
、
業
将
日
廣
。
此
學
之
日
充
日
顕
、
由
一
家
以
達
于
一
邑
一
郡
、
以
風
動
于
四
方
、
亦
将
于

二
三
君
子
有
深
頼
焉
。
凡
父
兄
子
弟
、
亦
望
相
與
協
賛
、
以
圖
其
終
、
固
吾
道
之
幸
也
。
復
書
以
遺
之
。

吾
人
の
學
は
、
家
庭
に
始
ま
る
。
言
行
の
善
否
、
偽
飾
を
容い

れ
ず
。
二
三
君
子
、
此
に
因
り
て
自
ら
考
え
自
ら
證
し
、
徹
底
澄
湛
し
て
、

以
て
餘
滓
を
消
さ
ば
、
一
家
父
子
兄
弟
の
法
と
為
す
に
足
ら
し
む
。
豈
に
徒
だ
化
、
一
家
に
行
わ
る
る
の
み
な
ら
ん
。
徳
は
将
に
日
び

崇た
か

ま
ら
ん
と
し
、
業
は
将
に
日
に
廣
ま
ら
ん
と
す
。
此
の
學
の
日
び
充
ち
、
日
び
顕
ら
か
な
れ
ば
、
一
家
由
り
し
て
、
以
て
一
邑
一
郡
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に
達
し
、
以
て
四
方
を
風
動
す
、
亦
た
将
に
二
三
の
君
子
に
于
い
て
深
く
頼
む
こ
と
有
り
。
凡
そ
父
兄
子
弟
、
亦
た
、
相
與
に
協
賛
し

て
以
て
其
の
終
わ
り
を
圖
ら
ん
こ
と
を
望
ま
ん
。
固
に
吾
が
道
の
幸
い
な
り
。
復
書
し
て
以
て
之
を
遺
る
。

わ
れ
わ
れ
の
学
び
は
、
家
庭
に
始
ま
る
。
言
行
が
善
で
あ
る
か
否
か
、
偽ご
ま

飾か
し

は
き
か
な
い
。
二あ
な
た
た
ち

三
君
子
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身

で
考
え
、
身
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
て
、
徹
底
し
て
心
を
澄
ま
せ
静
め
、［
良
知
の
実
現
を
阻
害
す
る
］
余
分
な
渣か

滓す

を
消
し
去
っ
た

な
ら
ば
、
一
家
父
子
兄
弟
の
法
る
べ
き
手
本
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
。［
そ
う
な
る
と
］
ど
う
し
て
、
単
に
、
そ
の
教
化
が
一
家
に
行

わ
れ
る
だ
け
で
止
ま
ろ
う
か
。 
徳
業
は
日
ご
と
に
崇た
か

ま
り
、
日
ご
と
に
広
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
の
学
が
日
ご
と
に
充
実
し
て
、
日
ご
と

に
顕
著
に
な
っ
て
い
け
ば
、
一
家
か
ら
一
邑
一
郡
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
り
、
四
方
を
風
動
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
、

二き

み

た

ち

三
君
子
に
深
く
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
父
兄
子
弟
が
、
さ
ら
に
共
に
力
を
合
わ
せ
、 

助
け
合
っ
て
、
そ
の
行
き
つ
く
未
来
を
思

い
描
く
こ
と
を
望
む
。［
実
現
で
き
れ
ば
］
ま
こ
と
に
吾
が
道
の
幸
い
で
あ
る
。
返
書
に
て
、
こ
れ
を
贈
る
。

嘉
靖
丁
已
仲
夏
上
浣
　
龍
溪
王
畿
書

嘉
靖
三
十
六
年
（
一
五
五
七
）
五
月
上
旬
　
龍
溪
王
畿
書
す

○
餘
滓
＝
余
分
な
渣
滓
。
良
知
の
実
現
を
阻
害
す
る
要
因
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
「
物
欲
」
と
「
意
見
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
陸
九
淵
が
喝
破
し
て
い
た
。「
愚
不
肖
之
蔽
在
於
物
欲
、
賢
者
智
者
之
蔽
在
於
意
見
。
高
下
汚
潔
雖
不
同
、
其

爲
蔽
理
溺
心
而
不
得
其
正
、
則
一
也
。（「
与
鄧
文
範
第
一
書
」『
陸
九
淵
集
』巻
二  

一
一
頁
）。　

○
徳
将
日
崇
、
業
将
日
廣
＝『
易
』

繋
辞
伝
に
、「
子
曰
、
易
其
至
矣
乎
。
夫
易
、
聖
人
所
以
崇
德
而
廣
業
也
。」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。　

〇
圖
其
終
＝
そ
の
行
く
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末
を
案
じ
る
。『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
五
年
に
、「
公
室
四
分
、
民
食
於
他
、
思
莫
在
公
、
不
圖
其
終
」
杜
預
の
注
に
、「
無
爲
公

謀
終
始
者
」
と
あ
る
。　

〇
嘉
靖
丁
已
＝
嘉
靖
三
十
六
年
。
一
五
五
七
年
。
王
畿
六
〇
歳
。
こ
の
年
、
王
畿
は
、
四
月
に
は
寧
国

の
水
西
の
会
、
五
月
に
は
婺
源
の
星
源
の
会
、
五
月
に
福
建
の
三
山
の
会
、
新
安
の
福
田
の
会
に
赴
く
な
ど
、
旺
盛
に
講
学
活
動

を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
王
畿
の
良
知
心
学
と
講
学
活
動
―
―
嘉
靖
三
十
六
年
の
「
新
安
福
田
の
会
」
を

中
心
に
―
―
」
を
参
照
。

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

錢
緒
山
「
書
婺
源
葉
氏
家
會
籍
」

自
吾
師
倡
學
、
而
天
下
始
有
同
志
之
會
。
始
會
於
師
門
、
既
會
於
四
方
。
邇
年
以
來
、
各
率
族
黨
子
弟
、
以
會
於
家
。
夫
道
始
於
家
邦
、

終
於
四
海
、
三
代
之
常
也
。
絶
學
難
興
、
應
志
而
起
者
、
非
超
世
特
立
、
不
可
得
。
故
始
會
於
師
門
、
尚
寥
寥
也
。
會
於
四
方
、
則
信

孚
者
慱
無
擇
地
矣
。
會
於
家
庭
、
則
信
孚
者
益
慱
無
擇
人
矣
。
周
子
曰
「
家
難
而
天
下
易
。」
學
徴
於
日
用
、
難
者
既
孚
、
而
易
者
自

不
容
已
焉
、
得
道
之
常
也
。

吾
が
師
、
學
を
倡と
な

え
て
よ
り
、
天
下
、
始
め
て
同
志
の
會
有
り
。
始
め
は
師
門
に
會
し
、
既
に
し
て
四
方
に
會
す
。
邇
年
以
來
、
各
お

の
族
黨
の
子
弟
を
率
い
て
、
以
て
家
に
會
す
。
夫
れ
道
は
家
邦
に
始
ま
り
、
四
海
に
終
う
る
は
、
三
代
の
常
な
り
。
絶
學
は
興
し
難
し
。

志
に
應
じ
て
起た

つ
者
は
、
超
世
特
立
に
非
ざ
れ
ば
、
得
べ
か
ら
ず
。
故
に
、
始
め
師
門
に
會
す
る
も
の
は
、
尚
お
寥
寥
た
る
な
り
。
四



─ 43 ─

方
に
會
す
れ
ば
、
則
ち
、
信
孚
な
る
者
、
地
を
擇
ぶ
無
き
を
慱う
れ

う
。
家
庭
に
會
す
れ
ば
、
則
ち
、
信
孚
な
る
者
は
益
ま
す
人
を
擇
ぶ
無

き
を
慱
う
。
周
子
曰
く
、「
家
は
難
く
し
て
、
天
下
は
易
し
」
と
。
學
は
日
用
に
徴
す
、
難
し
と
は
既
に
孚
な
れ
ば
な
り
、
而
し
て
、

易
し
と
は
自
ず
か
ら
已
む
容
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
道
を
得
る
の
常
な
り
。

吾
が
師
（
王
陽
明
）
が
〔
良
知
の
〕
学
を
唱
え
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
天
下
に
は
じ
め
て
同
志
の
会
が
生
ま
れ
た
。
は
じ
め
の
う
ち
は
、

師
の
門
下
で
講
会
を
行
っ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
が
、
や
が
て
四
方
で
講
会
を
開
く
よ
う
に
な
っ
た
。
近
年
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
族
郎
党

が
子
弟
を
引
き
連
れ
て
、
一
家
で
講
会
を
開
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
道
は
、
家
［
を
斉
え
］
国
［
を
治
め
る
］
に
始
ま
り
、
四

海
に
［
広
が
っ
て
］
終
わ
る
の
は
、
三
代
の
常
で
あ
る
。
絶
学
を
復
興
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
志
に
呼
応
し
て
興
起
す
る
こ
と
は
、
俗

世
を
越
え
て
自
立
で
き
る
者
で
な
け
れ
ば
、
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
は
じ
め
に
師
門
で
講
会
し
た
も
の
た
ち
は
、
や
は
り
孤
独
で
あ
っ

た
。
四
方
で
講
会
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
真
摯
に
学
ぼ
う
と
す
る
者
た
ち
は
、
適
切
な
場
所
が
無
い
こ
と
を
憂
慮
し
た
。
家
庭
で
講
会

す
る
と
き
は
、
真
摯
に
学
ぼ
う
と
す
る
者
た
ち
は
、
ま
す
ま
す
適
切
な
人
材
が
い
な
い
こ
と
を
憂
慮
し
た
。
周
子
も
、「
家
は
治
め
難

い
が
、
天
下
は
治
め
易
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
学
は
日
常
生
活
の
場
に
お
い
て
、
そ
の
成
果
を
検
証
す
る
。「
難
し
い
」
と
［
言
う
の
］

は
、
誠
実
な
る
が
故
で
あ
り
、
一
方
で
、「
易
し
い
」
と
［
言
う
の
］
は
、
自
ず
と
已
む
に
已
ま
れ
ぬ
も
の
［
す
な
わ
ち
、
道
］
に
順

う
か
ら
で
あ
る
。
道
を
つ
か
み
と
る
た
め
の
常
道
で
あ
る
。

〇
夫
道
始
於
家
邦
＝
「
家
邦
」
は
、『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
思
齊
に
、「
刑
于
寡
妻
、
至
于
兄
弟
、
以
御
于
家
邦
」
と
見
え

る
。
朱
熹
の
集
伝
に
、「
其
儀
法
、
内
施
於
閨
門
、
而
至
于
兄
弟
、
以
御
于
家
邦
也
。
孔
子
曰
、
家
齊
而
後
國
治
。」
と
あ
る
。　

〇
慱
＝
憂
慮
す
る
。『
詩
経
』
檜
風
に
、「
勞
心
慱
慱
兮
」
と
見
え
る
。
朱
熹
の
集
伝
に
、「
慱
慱
、
憂
勞
之
貌
。」
と
あ
る
。　

〇
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周
子
曰
家
難
而
天
下
易
＝
周
濂
溪
『
通
書
』
家
人･

睽･

復･

無
妄
第
三
十
二
「
治
天
下
有
本
、
身
之
謂
也
。
治
天
下
有
則
、
家
之

謂
也
。
本
必
端
。
端
本
誠
心
而
已
矣
。
則
必
善
。
善
則
和
親
而
已
矣
。
家
難
而
天
下
易
。
家
親
而
天
下
疏
也
。（
天
下
を
治
む
る

に
本
有
り
、
身
の
謂
な
り
。
天
下
を
治
む
る
に
則
有
り
、
家
の
謂
な
り
。
本
は
必
ず
端た
だ

し
く
す
。
本
を
端
し
く
す
る
は
心
を
誠
に

す
る
の
み
。
則
は
必
ず
善
く
す
。
則
を
善
く
す
る
は
親
を
和
す
る
の
み
。
家
は
難
く
し
て
天
下
は
易
し
。
家
は
親
し
く
し
て
天
下

は
疏
け
れ
ば
な
り
）。」

余
自
水
西
赴
婺
源
福
山
。
會
福
山
者
覺
山
諸
君
子
、
合
六
邑
同
志
之
會
也
。
葉
生
茂
芝
、
率
其
家
會
弟
子
、
邀
予
于
家
。
予
見
其
童
叟

咸
集
、
靄
靄
然
和
氣
之
相
襲
焉
、
彬
彬
然
德
譲
之
相
宣
焉
。
婺
源
當
萬
山
之
中
、
而
葉
氏
居
窮
谷
之
邃
、
年
來
世
發
顯
科
、
而
子
弟
又

賢
且
衆
多
。
浸
浸
于
道
若
此
。
喜
同
志
之
會
、
不
擇
于
窮
谷
、
斯
道
之
慶
也
。

余
、
水
西
よ
り
婺
源
福
山
に
赴
く
。
福
山
に
會
す
る
者
、
覺
山
諸
君
子
、
六
邑
同
志
を
合
す
る
の
會
な
り
。
葉
生
茂
芝
、
其
の
家
會
の

弟
子
を
率
い
て
、
予
を
家
に
邀む
か

う
。
予
、
其
の
童
叟
咸み

な
集
ま
り
、
靄あ
い

靄あ
い

然
と
し
て
和
氣
の
相
襲
い
、
彬
彬
然
と
し
て
德
譲
の
相
宣の

ぶ

る
を
見
る
。
婺
源
、
萬
山
の
中
に
當
た
り
て
、
葉
氏
は
窮
谷
の
邃
に
居
る
。
年
來
、
世
よ
顯
科
を
發
し
て
、
子
弟
、
又
た
賢
に
し
て
、

且
つ
、
衆
多
な
り
。
道
に
浸
浸
た
る
こ
と
此
の
若
し
。
同
志
の
會
、
窮
谷
を
擇
ば
ざ
る
を
喜
ぶ
。
斯
道
の
慶
び
な
り
。

私
は
、
水
西
［
の
会
］
よ
り
婺
源
の
福
山
に
赴
い
た
。
福
山
に
集
ま
っ
た
者
た
ち
は
、
洪
覺
山
ら
諸
君
子
た
ち
で
、
六
邑
の
同
志
た
ち

を
統
合
す
る
講
会
で
あ
る
。
葉
茂
芝
君
が
、
そ
の
家
会
の
弟
子
た
ち
を
引
き
連
れ
て
、
私
を
［
葉
氏
の
］
家
会
に
迎
え
て
く
れ
た
。
私

は
、
子
供
か
ら
老
人
ま
で
、
男
た
ち
が
皆
な
集
ま
り
、
和
気
藹
々
と
し
た
雰
囲
気
に
包
ま
れ
、
文
雅
と
質
朴
さ
と
が
う
ま
く
と
け
あ
い
、
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謙
譲
の
美
徳
が
あ
ま
な
く
行
き
渡
っ
て
い
る
さ
ま
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
婺
源
は
、
深
い
山
懐
に
位
置
し
、
葉
氏
一
族
は
窮
谷
の
更

に
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
。
こ
こ
数
年
来
、
代
々
、
科
挙
の
合
格
者
を
出
し
て
お
り
、
子
弟
た
ち
は
優
秀
な
上
に
、
そ
の
数

も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
道
は
し
だ
い
に
浸
透
し
て
い
る
。
同
志
の
会
も
、
山
間
の
窮
谷
［
の
よ
う
な
僻
地
］
に
さ
え
も
分
け
隔
て
な
く

広
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
喜
ば
し
い
こ
と
だ
。
こ
の
道
に
と
っ
て
慶
賀
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

〇
水
西
＝
寧
国
府
涇
県
に
あ
っ
た
水
西
で
行
わ
れ
た
講
会
の
こ
と
。
佐
野
公
治
氏
は
、「
水
西
書
院
は
王
畿
講
学
の
一
大
拠
点
で

あ
っ
た
」（
明
代
嘉
靖
年
間
の
講
学
活
動
―
陽
明
学
派
の
講
学
―
」『
陽
明
学
』
第
16
号　

二
〇
〇
四　

九
頁
）
と
い
う
。
ま
た
、

中
純
夫
氏
の
「
王
畿
の
講
学
活
動
」
に
は
、「
王
畿
が
水
西
の
会
に
赴
い
た
こ
と
が
少
な
く
と
も
記
録
上
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、

…
…
嘉
靖
二
十
八
年
を
始
め
と
し
て
、
三
十
二
年
、
三
十
四
年
、
三
十
六
年
、
三
十
七
年
、
四
十
三
年
、
万
暦
五
年
で
あ
る
。」

（
四
六
一
頁
）
と
あ
る
。
嘉
靖
二
十
八
の
水
西
の
会
に
つ
い
て
は
、
王
畿
の
「
水
西
會
約
題
詞
」
を
参
照
（『
龍
渓
会
語
』
巻
一
所

収
）。
そ
こ
に
、「
歳
以
春
秋
為
期
、
蘄
余
與
緒
山
子
迭
至
、
以
求
相
觀
之
益
」
と
あ
る
よ
う
に
、
年
に
二
回
、
春
と
秋
に
開
催
し
、

王
畿
と
銭
徳
洪
と
が
代
わ
る
代
わ
る
主
講
と
な
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。　

〇
婺
源
＝
婺
源
県
は
、
中
国
江
西
省
東
北
部
、
安
徽
省

と
浙
江
省
と
の
境
界
に
位
置
す
る
。
上
饒
市
所
轄
の
一
県
で
あ
る
。 

婺
源
県
は
、
古
く
は
徽
州
府
所
轄
の
六
県
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

詳
細
は
、
本
誌
第
七
十
集
に
掲
載
し
た
、「
王
畿
「
婺
源
同
志
會
約
」
訳
注
―
―
陽
明
門
下
の
講
会
活
動
記
録
を
読
む
（
二
）
―
―
」

の
解
説
「
開
催
地
の
婺
源
に
つ
い
て
」
を
参
照
。　
　

〇
福
山
＝
「
安
徽
婺
源
縣
の
西
南
四
十
五
里
に
在
り
。
又
の
名
を
太
山
と

い
う
。
左
に
總
靈
洞
が
あ
る
。
明
の
湛
若
水
が
嘗
て
こ
こ
で
講
學
し
た
」（
臧
勵
龢
等
編
『
中
國
古
今
地
名
大
辭
典
』
商
務
印
書

館　

一
九
三
一
）。
湛
甘
泉
の
「
福
山
臨
講
學
習
章
旨
」
に
、「
今
婺
源
同
志
諸
君
、
共
立
福
山
書
院
爲
講
習
之
地
。」
と
あ
る
（『
新

安
理
學
先
覺
會
言
』
巻
之
二
）。
ま
た
、
嘉
靖
『
徽
州
府
志
』
巻
九
・
学
校
・
婺
源
県
福
山
精
舎
の
条
に
拠
れ
ば
、
福
山
精
舍
は
、
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婺
源
県
の
南
四
十
五
里
に
位
置
す
る
。
明
の
嘉
靖
年
間
、
湛
甘
泉
、
お
よ
び
、
そ
の
門
人
方
純
仁
ら
が
、
そ
の
地
で
講
学
を
行
い
、

山
地
を
贖
い
、
邑
令
の
呉
轅
に
、
精
舍
を
剛
柔
二
山
の
中
の
福
山
寺
の
側
に
建
設
す
る
こ
と
を
請
願
し
、
書
院
十
間
と
素
心
亭
を

洗
心
地
の
辺
に
建
設
し
、
膳
田
若
干
畆
を
持
つ
と
い
う
。
新
安
六
邑
の
講
学
の
場
で
あ
り
、
湛
甘
泉
の
肖
像
が
あ
る
。
門
人
の
洪

垣
に
「
記
」
が
、
安
福
の
劉
邦
采
に
「
會
記
」
が
あ
る
。
湛
若
水
「
福
山
素
心
亭
詩
序
」
に
、「
婺
源
福
山
之
勝
、
…
…
有
泉
曰

洗
心
泉
。
方
生
純
仁
及
瓘
與
諸
同
志
治
之
爲
講
學
之
地
。
泉
上
有
亭
、
予
名
之
曰
洗
心
亭
。」
と
あ
り
、
ま
た
、
清
人
田
化
『
重

建
福
山
書
院
記
』
に
、「
去
邑
一
舎
地
而
遥
曰
中
云
、
又
有
所
謂
福
山
書
院
者
。
福
山
初
辟
爲
釋
氏
居
、
前
明
増
城
湛
氏
甘
泉
道

経
婺
南
、
從
游
者
延
致
聚
講
其
地
、
書
院
始
得
名
。」
と
あ
る
（
以
上
、
陳
時
龍 

二
八
七
頁
）。　

○
覺
山
＝
洪
垣
、
字
は
峻
之
、

号
は
覚
山
、
婺
源
の
人
。
一
五
〇
一
～
一
五
九
〇
。
嘉
靖
十
一
年
の
進
士
で
温
州
知
府
を
以
て
落
職
帰
郷
し
、
以
來
家
居
す
る
こ

と
四
十
六
年
。
そ
の
間
、
婺
源
を
中
心
に
、
新
安
（
徽
州
府
）
で
の
講
会
活
動
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
る
。
徽
州
府
に
お
け
る
陽

明
学
派
の
講
会
を
誘
致
す
る
に
あ
た
っ
て
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
。
九
十
歳
で
卒
し
た
。
湛
甘
泉
の
高
弟
で
、「
湛
甘
泉
先
生

文
集
序
」（『
湛
甘
泉
先
生
文
集
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
、四
七
頁
）、
及
び
、「
墓
誌
銘
」（
同
上
・
巻
三
十
二
・
外

集
所
収
、
一
八
七
五
頁
）
が
あ
る
。『
明
史
』
巻
二
百
八
、『
明
儒
学
案
』
巻
三
十
九
に
伝
が
あ
る
。　

〇
六
邑
同
志
之
會
＝
新
安

六
邑
（
婺
源
・
歙
・
祁
門
・
休
寧
・
黟
・
績
溪
）
全
体
で
は
年
一
回
の
「
歳
会
」
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
が
「
新
安
六
邑
同
志
会
」。

ま
た
、
各
邑
で
は
三
ヶ
月
に
一
回
の
「
季
会
」
が
行
わ
れ
、
更
に
は
、
裕
福
な
氏
族
で
は
子
弟
の
教
育
と
し
て
月
一
回
の
「
月
会
」

も
行
わ
れ
て
い
た
。
所
謂
「
家
会
」
で
あ
る
。　

〇
葉
生
茂
芝
＝
葉
茂
芝
、
字
德
和
。
父
の
名
は
蓮
峰
、
弟
は
獻
芝
。
兄
弟
と
も

に
、
王
畿
に
従
学
。
解
説
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
王
畿
も
、
葉
茂
芝
・
獻
芝
兄
弟
の
招
き
で
、
葉
氏
一
族
の
家
会
（「
進
修
会
」）

に
は
招
聘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
時
の
記
録
が
「
書
進
修
会
籍
」『
王
畿
集
』
巻
二
、四
八
頁
）
で
あ
る
。
以
上
の
記
述
は
、
こ
れ
に

拠
る
。
参
考
ま
で
に
、
該
当
箇
所
を
巻
末
に
訳
出
し
て
お
い
た
。
康
煕
『
徽
州
府
志
』
巻
十
五
・
隠
逸
伝
・
績
學
に
伝
有
り
。　
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〇
童
叟
＝
童
は
未
成
年
の
子
供
。
叟
は
年
老
い
た
男
。

明
日
諸
生
稽
顙
懇
乞
一
言
、
以
規
會
籍
。
予
進
而
語
之
曰
、
二
三
子
、
爾
知
會
之
爲
義
矣
乎
。
知
同
志
之
會
在
家
族
、
而
不
知
自
求
會

之
端
、
其
會
也
誣
。
天
有
二
氣
五
運
、
會
而
爲
人
、
人
有
五
類
四
體
七
竅
、
會
而
爲
心
、
心
之
神
明
、
靈
觸
靈
通
、
主
宰
造
化
、
綱
紀

百
物
、
散
爲
萬
殊
、
歸
而
爲
一
、
心
也
者
、
萬
理
之
會
也
。
故
心
一
則
神
明
察
、
而
萬
理
時
出
、
心
二
則
神
明
蔽
塞
、
萬
理
乖
隔
。
會

也
者
、
以
求
自
一
其
心
也
。
一
其
心
者
、
自
得
其
所
會
也
。
自
得
其
所
會
、
會
之
實
也
。
人
人
皆
得
其
所
會
焉
、
會
之
成
也
。『
易
』

曰
「
觀
其
會
通
、
以
行
其
典
禮
」、
知
會
則
知
通
矣
。
是
故
、
心
二
求
會
、
以
自
一
也
。
心
疑
求
會
、
以
自
明
也
。
心
散
求
會
、
以
自

凝
也
。
一
其
心
亦
以
懲
人
之
二
也
。
明
其
心
亦
以
開
人
之
疑
也
。
凝
聚
吾
心
之
精
神
、
亦
以
萃
夫
人
之
渙
散
也
。
得
其
會
而
物
我
皆
通
、

會
之
成
也
。
不
知
會
者
、
反
是
奸
其
會
之
名
而
不
思
、
其
實
自
欺
也
。
襲
其
會
之
始
而
不
思
、
要
其
成
自
誣
也
。
既
欺
且
誣
、
人
亦
以

誣
欺
應
之
。
行
于
妻
子
且
不
能
、
而
況
于
家
乎
。
而
況
于
天
下
乎
。
二
三
子
識
之
。

明
日
、
諸
生
、
稽け
い
そ
う顙
し
て
懇ね
ん
ごろ
に
一
言
を
乞
い
て
、
以
て
會
籍
を
規は
か

ら
ん
と
す
。
予
進
み
て
之
に
語
り
て
曰
く
、「
二
三
子
、
爾な
ん
じ、
會

の
義
爲
る
を
知
る
や
。
同
志
の
會
、
家
族
に
在
る
を
知
る
も
、
自
ら
會
を
求
む
る
の
端
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
會
や
誣
な
り
。
天
に
二

氣
五
運
有
り
、
會
し
て
人
と
爲
る
。
人
に
五
類
四
體
七
竅
有
り
、
會
し
て
心
と
爲
る
。
心
の
神
明
、
靈
觸
れ
れ
ば
靈
通
じ
、
造
化
を
主

宰
し
、
百
物
を
綱
紀
し
、
散
じ
て
萬
殊
と
爲
り
、
歸
し
て
一
と
爲
す
。
心
な
る
者
は
、
萬
理
の
會
な
り
。
故
に
、
心
一
な
れ
ば
則
ち
神

明
察あ
き

ら
か
に
し
て
、
萬
理
時
に
出
づ
。
心
二
な
れ
ば
則
ち
神
明
蔽
塞
し
、
萬
理
乖
隔
す
。
會
な
る
者
、
以
て
自
ら
其
の
心
を
一
に
せ
ん

こ
と
を
求
む
る
な
り
。
其
の
心
を
一
に
す
と
は
、
自
ら
其
の
會
す
る
所
を
得
る
な
り
。
自
ら
其
の
會
す
る
所
を
得
る
は
、
會
の
實
な
り
。

人
人
、
皆
な
其
の
會
す
る
所
を
得
る
は
、
會
の
成
る
な
り
。『
易
』
に
曰
く
、「
其
の
會
通
す
る
を
觀
て
、
以
て
其
の
典
禮
を
行
う
」
と
。
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會
を
知
れ
ば
則
ち
通
を
知
る
。
是
れ
故
に
、
心
二
な
る
も
、
會
す
る
を
求
め
て
、
以
て
自
ず
か
ら
一
な
り
。
心
疑
う
も
、
會
す
る
を
求

め
て
、
以
て
自
ず
か
ら
明
ら
か
な
り
。
心
散
ず
る
も
、
會
す
る
を
求
め
て
、
以
て
自
ず
か
ら
凝
る
な
り
。
其
の
心
を
一
に
し
て
、
亦
た

以
て
人
の
二
な
る
を
懲
ら
す
な
り
。
其
の
心
を
明
ら
か
に
し
て
、
亦
た
、
以
て
人
の
疑
い
を
開
く
な
り
。
吾
が
心
の
精
神
を
凝
聚
し
、

亦
た
以
て
夫
の
人
の
渙
散
を
萃
む
る
な
り
。
其
の
會
を
得
て
、
物
我
皆
な
通
ず
、
會
の
成
る
な
り
。
會
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
反
て
是
れ

其
の
會
の
名
を
奸
し
て
思
わ
ず
、
其
れ
實
に
自
ら
欺
く
な
り
。
其
の
會
の
始
め
を
襲
い
て
思
わ
ざ
る
は
、
其
の
自
ら
を
誣
い
る
を
成
す

を
要
む
る
な
り
。
既
に
欺
む
き
、
且
つ
誣
う
、
人
、
亦
た
誣
欺
を
以
て
之
に
應
ず
。
妻
子
に
行
う
も
、
且
つ
能
わ
ず
、
而
る
に
況
ん
や

家
に
于
い
て
を
や
。
而
る
に
、
況
ん
や
天
下
に
于
い
て
を
や
。
二
三
子
、
之
を
識し
る

せ
。

明
く
る
朝
、
諸
生
が
、
地
に
額ひ
た
いを
つ
け
て
拝
礼
を
し
、
会
籍
（
家
会
の
規
約
・
名
簿
）
を
締
め
括
る
た
め
に
、「
一
言
、
お
言
葉
を
」
と
、

懇
願
し
て
き
た
。
私
は
進
ん
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
二み
な
さ
ん

三
子
、
あ
な
た
た
ち
は
、『
会
』
の
原
義
を
ご
存
知
で
す
か
。［
聖
人
を

目
指
そ
う
と
す
る
］
志
を
同
じ
く
す
る
者
た
ち
の
会
が
、
家
族
で
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
は
い
て
も
、
何
故
、
自
ら
集
ま
ろ

う
と
す
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
動
機
が
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
会
は
［
形
だ
け
の
］
偽に
せ

物も
の

で
す
。
天
に
は
二
気
五
行
が
存
在
す

る
が
、
そ
れ
が
集
ま
っ
て
人
に
な
る
。
人
に
は
、
五
類
・
四
体
・
七
竅
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
集
ま
っ
て
心
と
な
り
ま
す
。
神
明
な
る

心
が
［
外
物
に
］
触
れ
れ
ば
通
じ
る
［
感
応
の
は
た
ら
き
］
は
、
霊
（
不
可
思
議
）
な
る
も
の
で
あ
り
、
造
化
（
天
地
の
生
成
の
は
た

ら
き
）
を
つ
か
さ
ど
り
、
万
物
を
統
治
し
ま
す
。［
万
物
は
］
多
種
多
様
な
存
在
と
し
て
世
界
に
散
在
し
て
い
る
が
、
根
源
に
復
帰
し

て
一
つ
に
な
り
ま
す
。
心
と
い
う
も
の
は
、
万
理
が
集
結
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
故
、
心
が
一
つ
に
な
れ
ば
、
神
明
［
な
る
は
た
ら

き
］
は
顕
著
に
し
て
、
万
理
は
随
時
に
現
出
し
ま
す
。
心
が
［
道
心
／
人
心
、
天
理
／
人
欲
の
］
二
つ
〔
に
引
き
裂
か
れ
た
ま
ま
で
あ
っ

た
〕
な
ら
ば
、
心
の
神
明
な
る
は
た
ら
き
は
蔽
塞
し
、
万
理
は
互
い
に
乖
離
間
隔
し
ま
す
。
会
と
い
う
も
の
は
、［
集
ま
る
こ
と
で
］
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心
を
一
つ
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
す
。
心
を
一
に
す
る
と
い
う
の
は
、
万
理
が
会
集
す
る
と
こ
ろ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
で
す
。

自
分
自
身
の
中
に
万
理
が
会
集
（
一
点
に
集
中
）
す
る
と
こ
ろ
を
つ
か
み
と
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
会
の
実
践
で
す
。［
会
聚
す
る
］

人
々
全
員
が
、［
万
理
が
］
会
集
と
こ
ろ
を
つ
か
み
と
る
と
い
う
こ
と
が
、
会
の
完
成
で
あ
る
。『
易
』
繋
辞
上
伝
に
、「［
聖
人
は
、
天

下
の
事
物
の
変
動
を
見
て
、］
そ
の
あ
い
集
ま
り
、
あ
い
分
か
れ
る
変
化
の
さ
ま
を
観
察
し
て
、
そ
の
中
に
典
礼
（
一
定
の
規
範
・
準
則
）

を
遂
行
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。『
会
』［
の
意
味
］
が
分
か
れ
ば
、『
通
ず
る
』［
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
］
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

心
が
二
つ
に
分
裂
し
て
い
て
も
、
会
す
る
（
一
つ
に
集
め
る
）
こ
と
を
求
め
た
な
ら
ば
、
自
ず
と
一
つ
に
ま
と
ま
り
ま
す
。
心
が
疑
っ

て
い
て
も
、
会
す
る
こ
と
を
求
め
た
な
ら
ば
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
心
が
散
漫
に
な
っ
て
い
て
も
、
会
す
る
こ
と
を
求
め
れ

ば
、
自
ず
と
［
心
は
］
集
中
し
ま
す
。
自
身
の
心
を
一
つ
に
す
る
こ
と
で
、
ま
た
他
人
の
二
つ
に
分
裂
し
た
心
を
戒
め
る
の
で
す
。
自

身
の
心
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ま
た
他
人
の
疑
念
を
除
く
の
で
す
。
吾
が
心
の
精ち
か
ら神
を
一
つ
に
凝
聚
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
た

人
々
の
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
心
を
一
つ
に
ま
と
め
る
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
会
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
物
我
（
自
己
と
他
者
）
は
い

ず
れ
も
通
じ
あ
い
、『
会
（
ま
と
ま
り
）』
が
成
就
し
ま
す
。『
会
』［
の
意
味
］
を
知
ら
な
い
者
は
、
か
え
っ
て
そ
の
『
会
』
の
名
を
侵

犯
し
、
そ
の
実
際
の
中
身
（
内
面
）
を
自
ら
欺
い
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
『
会
』
の
始
め
を
、
欺
瞞
で
塗
り
固
め
て
、［
そ
の
不
正
に

つ
い
て
も
］
考
え
な
い
の
は
、
最
後
ま
で
他
人
を
欺
こ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
自
分
自
身
を
あ
ざ
む
い
て
い
る
上
に
、
さ
ら
に
他
人
を

だ
ま
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、［
そ
う
な
る
と
］
他
人
も
や
は
り
、
あ
ざ
む
き
、
だ
ま
す
と
い
う
や
り
方
で
応
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

妻
子
に
行
う
こ
と
す
ら
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
ま
し
て
や
、
家
族
に
対
し
て
は
な
お
さ
ら
で
す
。
ま
し
て
や
、
天
下
に
対
し
て
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
二
三
子
、
よ
く
心
す
る
こ
と
で
す
。

〇
稽
顙
＝
ひ
た
い
を
地
面
に
つ
け
て
敬
礼
す
る
こ
と
。
ぬ
か
づ
く
。「
稽
首
」と
も
言
う
。「
九
拝
」の
う
ち
、
最
も
重
い
敬
礼
。『
周
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礼
』
春
官
・
宗
伯
下
に
、「
辨
九
拜
、
曰
稽
首
、
二
曰
頓
首
、
三
曰
空
首
、
四
曰
振
動
、
五
曰
吉
拜
、
六
曰
凶
拜
、
七
曰
奇
拜
、

八
曰
褒
拜
、
九
曰
肅
拜
、
以
享
右
祭
祀
。」
注
に
「
稽
首
、
拜
頭
至
地
也
」、
疏
に
「
一
曰
稽
首
、
其
稽
稽
留
之
字
。
頭
至
地
多
時

則
為
稽
首
也
。
此
三
者
正
拜
也
。
稽
首
、
拜
中
最
重
、
臣
拜
君
之
拜
」
と
あ
る
。　

○
不
知
自
求
會
之
端
＝
人
か
ら
強
制
さ
れ
た

も
の
で
も
な
く
、
自
分
自
身
の
内
側
か
ら
の
切
実
な
る
要
求
と
し
て
「
会
（
集
ま
る
）」
こ
と
を
求
め
る
心
情
が
わ
き
起
こ
っ
て

く
る
、
そ
う
し
た
無
意
識
の
欲
求
、
す
な
わ
ち
、
動
機
（
原
文
「
端
」）
の
由
来
、
そ
の
意
義
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。「
端
」
は
、

孟
子
の
「
四
端
」
の
「
端
」
を
踏
ま
え
る
。　

○
五
類
＝
未
詳
。
五
臓
（
心
・
腎
・
肺
・
肝
・
脾
）。
も
し
く
は
、
五
情
（
喜
・
怒
・

愛
・
悪
・
怨
）
か
。　

○
四
体
＝
両
手
両
足
。
四
肢
。
人
の
身
体
を
言
う
。　

○
七
竅
＝
口
鼻
耳
眼
の
七
つ
の
竅あ
な

、
す
な
わ
ち
、

感
覚
器
官
を
指
す
。『
荘
子
』
の
渾
沌
説
話
に
見
え
る
。
〇
心
之
神
明
＝
朱
熹
『
大
学
或
問
』
に
、「
若
夫
知
則
心
之
神
明
、
妙
衆

理
而
宰
萬
物
者
也
。」
と
あ
る
。「
神
明
」
と
は
、
心
の
優
れ
た
働
き
の
形
容
す
る
語
。「
神
」
と
は
、
目
に
も
止
ま
ら
ぬ
素
早
い

感
応
を
、「
明
」
と
は
是
非
善
悪
の
判
断
、
道
理
の
洞
察
に
明
る
い
こ
と
を
言
う
。　

〇
靈
觸
靈
通
＝
「
觸
通
」
す
な
わ
ち
「
感
応
」

と
同
意
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
王
畿
に
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
。「
先
師
良
知
之
説
仿
於
孟
子
、
不
學
不
慮
、
乃
天
所
爲
、
自

然
之
良
知
也
。
惟
其
自
然
之
良
、
不
待
學
慮
、
故
愛
親
敬
兄
、
觸
機
而
発
、
神
感
神
応
。
惟
其
觸
機
而
發
、
神
感
神
應
、
然
後
爲

不
學
不
慮
自
然
之
良
也
。
…
…
」（「
致
知
議
辯
」『
王
畿
集
』
巻
六　

一
三
七
頁
）
と
。
ま
た
、「
若
是
真
致
良
知
、
只
宜
虚
心
應

物
、
使
人
人
各
得
尽
其
情
、
能
剛
能
柔
、
觸
機
而
応
、
迎
刃
而
解
、
更
無
些
子
攙
入
。
譬
之
明
鏡
當
臺
、
妍
媸
自
辨
、
方
是
経
綸

手
段
、
纔
有
些
子
才
智
伎
倆
與
之
相
形
、
自
己
光
明
反
爲
所
蔽
。
…
…
」（「
維
揚
晤
語
」
同
巻
一　

八
頁
）
と
あ
り
、
ま
た
、「
精

神
不
凝
聚
則
不
能
成
事
。
今
欲
凝
聚
精
神
、
更
無
巧
法
、
只
是
將
一
切
閒
浪
費
精
神
、
徹
底
勿
留
些
子
、
盡
與
蕩
滌
、
全
体
完
復

在
此
、
觸
機
而
応
、
事
無
不
成
。
是
謂
『
溥
博
淵
泉
而
時
出
之
』。
故
曰
、『
心
之
精
神
謂
之
聖
』。」（「
撫
州
擬
峴
台
会
語
」　

二
四
頁
）
と
あ
る
。「
触
機
而
発
」「
触
機
而
応
」
な
ど
。
そ
の
「
感
応
」
が
「
霊
」
で
あ
る
こ
と
。　

○
心
一
則
神
明
察
、
而
萬
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理
時
出
＝
『
伝
習
録
』
に
、「
虚
靈
不
昧
、
衆
理
具
而
萬
事
出
。
心
外
無
理
。
心
外
無
事
。」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
。　

〇
會
也

者
～
＝
解
説
参
照
。　

○
易
曰
觀
其
會
通
～
＝
『
易
』
繋
辞
上
伝
に
、「
聖
人
有
以
見
天
下
之
動
、
而
觀
其
會
通
、
以
行
其
典
禮
、

繫
辭
焉
以
斷
其
吉
凶
。
是
故
謂
之
爻
。」
と
あ
る
。　

○
知
會
則
知
通
矣
＝
ち
な
み
に
朱
熹
の
解
釈
は
、
そ
の
本
義
に
曰
く
、「
會
、

謂
理
之
所
聚
而
不
可
遺
處
。
通
、
謂
理
之
可
行
而
无
所
礙
處
。
如
庖
丁
解
牛
。
會
則
其
族
、
而
通
則
其
虛
也
。」
と
。

明
日
師
泉
劉
子
會
合
于
福
山
、
會
畢
、
茂
芝
持
會
籍
請
書
、
乃
書
而
歸
志
。

明
日
、
師
泉
劉
子
、
福
山
に
會
合
す
。
會
畢お

わ
り
、
茂
芝
、
會
籍
を
持
ち
て
書
を
請
う
。
乃
ち
書
し
て
歸
志
あ
り
。

明
く
る
日
、
劉
師
泉
さ
ん
と
、
福
山
で
落
ち
合
っ
た
。
講
会
が
終
わ
り
、
葉
茂
芝
が
会
籍
を
持
っ
て
き
て
、［
私
に
も
］
何
か
書
い
て

下
さ
い
と
言
う
。
そ
こ
で
、［
こ
の
文
を
］
認し
た
ため

て
帰
ろ
う
と
思
う
。

〇
師
泉
劉
子
＝
劉
師
泉
、
字
は
邦
采
、
号
は
君
亮
・
獅
泉
。
江
西
安
福
の
人
。
嘉
靖
七
年
の
郷
試
。『
明
儒
学
案
』
巻
十
九
・
江

右
王
門
四
。
劉
氏
に
、「
福
山
書
院
序
」
が
あ
る
。
末
署
に
、「
嘉
靖
癸
丑
季
秋
安
成
師
泉
居
士
劉
邦
采
書
」
と
あ
る
。
嘉
靖

三
十
二
（
一
五
五
三
）
年
九
月
の
も
の
で
あ
る
。『
新
安
理
學
先
覺
會
言
』
所
収
。　

〇
歸
志
＝
帰
郷
し
よ
う
と
い
う
思
い
。『
孟

子
』
公
孫
丑
下
篇
に
、「
予
然
後
浩
然
有
歸
志
。」
と
見
え
る
。
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銭
緒
山
　
葉
氏
の
家
会
に
つ
い
て

　

銭
緒
山
の
記
し
た
葉
氏
の
家
会
に
つ
い
て
は
、
王
畿
に
も
「
書
進
修
会
籍
」
と
い
う
記
録
が
あ
る
。
以
下
、
参
考
ま
で
に
、
そ
の
一

部
を
訳
出
し
て
お
く
。

葉
蓮
峰
君
は
、
か
つ
て
「
見
一
堂
銘
」
を
作
っ
た
。
思
う
に
、
道
を
一
に
見
る
と
い
う
意
を
取
っ
た
も
の
だ
。
君く
ん

は
、
平
素
か
ら

経
世
の
志
を
抱
い
て
、
教
化
を
家
か
ら
始
め
た
。
常
々
そ
の
法て
ほ
んを

示
し
て
、
親
族
を
和
し
、
親
睦
を
己
が
任
と
す
る
こ
と
を
望
ん

で
い
た
。
成
就
で
き
な
い
ま
ま
、
寿
命
が
訪
れ
た
。
公
が
没
し
て
か
ら
は
、
そ
の
二
子
、
茂
芝
と
獻
芝
と
が
、
見
一
堂
を
雲
荘
の

麓
に
建
造
し
、
父
兄
や
子
侄
に
相
談
し
、
進
修
会
を
設
立
し
、
一
族
の
人
び
と
を
集
め
て
、
相
互
に
徳
を
考
え
、
業
を
問
い
、
親

睦
の
化
を
興
し
て
、
先
世
の
志
を
継
承
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
丁
巳
の
年
（
嘉
靖
三
十
六
年
）
の
夏
、
私
は
、
新
安
福
田
の
会

に
赴
い
た
。［
葉
蓮
峰
の
］
二
子
は
、
以
前
か
ら
私
に
従
い
学
ん
で
い
た
が
、
ま
た
し
て
も
雲
荘
に
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
。
進
修

会
に
属
す
る
長
幼
若
干
人
を
集
め
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
厳
粛
な
面
持
ち
で
堂
下
で
教
え
を
聴
講
さ
せ
た
。
一
族
を
挙
げ
て
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
も
義

を
興
し
、
礼
を
好
ん
で
、
望
み
慕
う
様
は
、
盛
況
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
二
子
は
、
そ
こ
で
、
会
稽
（「
会
籍
」
の
誤
り
か
）
を

出
し
て
き
て
、
私
に
、
重
ね
て
一
言
、
意
見
を
も
と
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
将
来
に
［
教
え
を
］
示
す
こ
と
を
求
め
た
。

蓮
峰
葉
君
嘗
作
見
一
堂
銘
、
蓋
取
見
道
於
一
之
意
。
君
素
抱
經
世
之
志
、
而
化
始
於
家
。
嘗
欲
示
法
和
親
、
以
敦
睦
爲
己
任
、
限
於
年
、

未
就
。
公
旣
歿
、
二
子
茂
芝
、
獻
芝
乃
作
見
一
堂
於
雲
莊
之
麓
、
謀
於
父
兄
子
侄
、
倡
爲
進
修
會
以
會
一
族
之
人
、
相
與
考
德
而
問
業
、

以
興
敦
睦
之
化
、
承
先
世
志
也
。
歳
丁
巳
夏
、
予
赴
新
安
福
田
之
會
、
二
子
既
從
予
游
、
復
邀
入
雲
莊
、
集
其
會
中
長
幼
若
干
人
、
肅
於

堂
下
而
聽
教
焉
。
舉
族
興
義
好
禮
、
顒
顒
若
是
、
可
謂
盛
矣
。
二
子
因
出
會
稽
、
乞
予
申
訂
一
言
、
用
示
將
來
。（「
書
進
修
会
籍
」『
王
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畿
集
』
巻
二
、四
八
頁
）

［
附
記
］
本
稿
は
、
平
成
30
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（「
基
盤
研
究
（
Ｂ
）」）「
陽
明
門
下
の
講
学
活
動
と
「
会
語
」
資
料
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」

（
代
表
者
：
小
路
口
聡　

課
題
番
号
：17H

02271

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


